
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須賀川市高齢者運転免許証自主返納支援事業 

運転免許を自主返納した７０歳以上の人へ 

公共交通機関の利用券 

1 を交付します！ 
交 付 内 容 

 １万円相当の公共交通機関の利用券を交付します。 

なお、①、②のうちのどちらか、１人１回限りとなります。 
 

① ノルカカード(福島交通のバス利用 ICカード乗車券) 
 

② 市内の一般タクシー及び乗合タクシーで利用可能な乗車券 

対 象 者 

申 請 方 法 

問い合せ先 

須賀川市役所１階 生活環境課 生活安全係 

☎０２４８（８８）９１２８ 

 次の①と②の両方を満たす方が対象です。 

① 満 70歳以上になってから運転免許を自主返納した方 

② 令和 2年 4月 1日以降に運転免許を自主返納し、返納 

日・申請日ともに須賀川市に住所のある方 

下記の①と②を持参し、運転免許の返納日から１年以内に 

「生活環境課」にて申請してください。 

 【申請受付時間】(平日)午前９時～午後４時 
 
 

① 運転免許証を自主返納したことが確認できる書類  

 「運転免許取消通知書」または「運転経歴証明書」 
 

② 本人確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、健康保険の資格確認書など） 

  ※代理による申請の場合は代理人の本人確認書類も必要です。 


